
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

国から地方への権限委譲で 

重要になる地方自治体の責務 

 周知のように、統一地方選挙が実施されま

した。選挙を通じて自治体が果たすべき責務

がますます重くなっていると改めて実感して

います。 

 埼玉県の大きな課題の一つは医療過疎県と

いうことです。これは数字ではっきりと表れ

ており、人口１０万人あたりの医師数・看護

師数・病床（ベッド）数はいずれも全国でワ

ースト１位、すなわち４７都道府県で最下位

となっています。 

 埼玉県は高度経済成長期以降、全国から首

都圏にやって来る若い人たちの居住の場とな

ってきたため、最初のうちは年齢層の若い県

でした。ところが近年、５年ごとに国勢調査

が行われるたびに年齢層が高くなっていて、 

私の選挙区でも６５歳以上の有権者が多くな

っています。したがって埼玉県の急速な高齢

化への対策が喫緊の課題です。 

 

●超党派の議連で埼玉県の病床増を果たす 

 私は国会議員として医療保険制度や介護保 

険制度の改革に取り組んできたのですが、昨

年夏に埼玉県の国会議員（衆議院議員・参議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

院議員）約３０名による超党派の議員連盟が

発足しました。この議連では自民党の方が会

長、無所属の方が事務局長、民主党の私が副

会長を務め、公明党、共産党、維新の党など

全政党の埼玉県国会議員の方々が名を連ねて

います。 

 議連として最初に取り組んだのは、埼玉県

の病院の病床数の増加を厚生労働省に対して

強く要望することでした（厚労省が都道府県

の病床数を増やす権限を持っている）。私たち

の強い要望に応えて厚労省も、本来は、次回

の国勢調査の結果に基づいて病床数を決める

ところを、今回は、特別に住民基本台帳に基

づいて埼玉県に１５０２床の増設を認可した

のでした。 

 病床数を増やす取り組みは国会議員の責務

ですから埼玉県で１５０２の病床を増やした

点では国会議員としての仕事を１つ果たした

ことになります。けれども、次にその増えた

分の１５０２床をどのように埼玉県内で配分

するのかを決めるのは埼玉県知事の仕事です。

そして、埼玉県の病院で増えた１５０２床が

実際に整備されるのはもっと先の４～６年後

になります。 
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集団的自衛権の行使について、政府が
主張している説明は憲法解釈の限界
を超えており、集団的自衛権を導き出
すには無理がある、と指摘しました。
（平成２７年６月１１日衆議院憲法
審査会にて）  



●消費税率アップで増えた地方の財源 

 平成１０年に地方分権一括法が成立してか

ら、国から地方に権限を移管するようになり

ました。たとえば、今国会でも第５次地方分

権一括法が成立し、これまで４ヘクタール超

の農地転用の許可権限は国にあったのですが、

今後は、４ヘクタールを超えたものでも許可

権限は都道府県に移譲されます。こうした点

でも都道府県にかかる責務と自由度が増して

くるのです。そのため私の地元でも、圏央道

や上尾道路沿いで、農地転用を図りながら、

人口増や税収増を狙って開発計画を策定する

ことが容易になります。 

 また、これまで国民健康保険の担い手は市

町村でしたが、平成３０年からは都道府県に

それが移ることになります。したがって国と

市町村の間に入って調整的な行政が主だった

県も、今後は県民全員の健康管理や医療費に

ついても直接責任を負うことになります。 

 もちろん市町村の責務も重くなっていきま

す。２０１３年に社会保障と税の一体改革が

決まりましたが、その結果、消費税率引き上

げ後には、地方の受け取る消費税収の割合も

高くなりました。消費税率５％のときには国

が４％、地方が１％でしたが、８％となった

後には国が６.３％、地方が１.７％となって地

方が受け取る分が増えたのです。しかも、こ

の増えた分は特に医療、介護の社会保障の給

付と少子化対策に充てることになりましたか

ら、市町村もこれら医療、介護、少子化対策

などの具体的な施策に対して一段と積極的に

取り組まなくてはならなくなってきました。 

 自治体の役割が大きくなっているのですか

ら、議員もこれまで以上に、地域住民としっ

かり対話したうえで最も的を射ている政策を

提案できるようになっていく必要があります。

逆にいうと、そのような地方議員が強く求め

られているのです。 

 一方、私たち国会議員には、多くの地方議

員の皆さんに医療や介護などの情報を提供す

ることで、県と市町村を継ぎ目なく具体的に

サポートをしていくことが期待されていると

思います。 

  

●地方議員に強く求められる有為の人材 

 今回の統一地方選の話に戻りますが、１つ

の特徴は、候補者の応援に駆け付けた団塊の

世代の人たちの多くからいろいろな政策的ア

イデアを出していただいたことです。このよ

うな動きは今後の選挙で一段と盛んになって

いくでしょう。 

 また、民主党埼玉県連が擁立した県会議員

の候補者のうち１４人が当選し、そのうち５

人は女性でした。しかし政治の世界ではまだ

まだ女性議員は少ないため、どうしても女性

の視点が希薄という問題があります。特に医

療、介護、子育てなどには男性だけでなく女

性の視点も欠かせません。 

 政治の世界に女性が増えることは政治の質

的な変化にもつながります。以前、私が副大

臣として公務員制度改革に取り組んでいたと

き、米国の著名な多国籍企業のアジア地区人

事担当役員と面談したことがあるのですが、

その方が「当社は社員の男女比は半々です。

男女比を半々にすると仕事の生産性が上が

る」といっていたことが印象に残っています。 

 いずれにせよ、地方政治を背負っていく議

員には、男女を問わず有為の人材がどんどん

増えてほしいし、私も女性議員が働きやすい

環境を整えていきたいと考えています。 


